
第31号（平成25年度）

ぐんま金融広報だより
金融経済講演会を開催します

金融教育研究校公開授業のご案内

◆日　時：平成25年10月27日（日）　13：30～15：00

◆会　場：群馬会館ホール（前橋市大手町二丁目１番１号）

◆講　師：早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問

　　　　　一橋大学名誉教授

　　　　　野口　悠紀雄 氏
◆演　題：「日本経済のこれからを考える」

◆定　員：400名（先着順）

◆日　時：平成25年12月19日（木）　時間及び内容は未定

◆会　場：群馬県立伊勢崎商業高等学校

◆基調講演：いちのせ　かつみ 氏　講　師：

◆演　題：「　未　　　定　」

※応募方法は、群馬県金融広報委員会ホームページ（http://gunma-kinkoui.com/）等でご案内します。

金融広報アドバイザーからのレポート金融広報アドバイザーからのレポート
群馬県金融広報アドバイザー　竹上　千惠子

　「お金が貯まる家計術」というタイトルの講座の依頼を受けることがあります。ある意味では大変簡単なこと
であり、また考え方によっては非常に難しいことでもあります。
　簡単なこと？なぜなら、懐に入ってきたお金を使わなければ、貯まる一方です。
　でも、そんなことはできないでしょう。払いたくなくても払わざるを得ない税金は、生きてこの世に存在する
限り、逃れられません。また、公共料金は払わないと、これまた生活をしていくことは叶いません。
　では、どうしたら良いのでしょうか？
　１つには、倹約する心・そして技術を身につけること。例えば使わない部屋の電気は消す。テレビなど見てい
ない時には、電源を切る。冷蔵庫の中には、物を詰めすぎずに冷気を通りやすくしておく。水道なども、流しっ
ぱなしにしない、水量も調節する。衣類なども、流行に重点を置きすぎない…等々、たくさんあります。
　２つには、お金は一度にたくさん引き出さない。手元になければ使えません。また上手に運用する知恵を身に
つけることなどです。勉強しましょう。



　財務省財務局は、地域において財務省・金融庁の仕事をしており、国と地域をつなぐ架け橋となっています。
　財務省の仕事では、自治体が行う公共事業への融資や、くらしに役立つ国有財産の管理、地域の経済動向の
調査など、金融庁の仕事では、金融機関の検査や監督などをしています。
　前橋財務事務所では、日本の財政状況、群馬県経済の状況及び金融犯罪にあわないための対策などの無料出
張講演会を行っています。お気軽に前橋財務事務所までご相談ください。
TEL.（027）221－4491

　日本銀行には「お札の発行・流通・管理」という重要な仕事があります。（これは日本でたった１つの「発
券銀行」としての機能にあたり、他の金融機関と大きく違うところです。）
　お札は日本銀行の窓口から世の中に出ていきます。ただし、直接皆さんの手に渡るのではなく、金融機関を
通して会社やお店、家庭に渡っていきます。そしてあちこちで使われた後、再び金融機関を通じて日本銀行に
戻ってきます。
　戻ってきたお札は汚れているものはないか、傷みのひどいものはないか、にせ札がないかどうかなど１枚1
枚確認し、綺麗なお札は再び世の中に送り出し、それ以外の汚れたり傷んだりしているお札は細かく裁断し、
一生を終えています。
　このようにして、前橋支店が金融機関との間で受け渡しするお札の金額は、１年間で約１兆円に上っており、
これを全て１万円札で積み上げると、富士山の約３倍、赤城山の約６倍もの高さになります。

　群馬県金融広報委員会では、平成25年度金融・金銭教育研究校を委嘱しました。
　金融教育とは、お金に関する幅広い学習を通じて、「生きる力」をはぐくむ教育です。
　生徒・児童それぞれ発達段階に応じて、現在および将来の生活を支え得る金融・経済に関する正しい知識の
習得または金銭や物に対する健全な価値観の養成を図るため、金融教育の実践方法について、指定校にて研究
を行っています。研究成果は、委嘱２年目に「公開授業」を通じて実践報告していただきます。
　本年度は、新たに藤岡市立平井小学校を金銭教育研究校に委嘱しました。

学　　校　　名 委　嘱　期　間
群馬県立伊勢崎商業高等学校（金融教育研究校） 24年度・25年度
藤岡市立平井小学校（金銭教育研究校） 25年度・26年度

〒371－8570　群馬県前橋市大手町１－1－1　群馬県金融広報委員会事務局
 （群馬県生活文化スポーツ部消費生活課内）
TEL.027－226－2273　FAX.027－223－8100　http://gunma-kinkoui.com/

お問い合わせは

日本銀行前橋支店 検索

◆メールマガジン「消費者ホットぐんま」のご案内（月１回程度配信・無料）◆
　消費生活センターに寄せられた悪質商法の手口とその対処法などについて、分かりやすく電子メールで
お届けします。
【登録方法】 件名に「メルマガ消費者申込み」、本文に配信を希望するメールアドレスを明記

の上、右記のQRコードを読み取っていただくか、shouhika@pref.gunma.lg.jp 
まで送信してください。


